
様式第1号（その3）（第7条関係） 

    令和８年 ７月１７日 

（あて先）岐阜市長 

申請者 住  所 岐阜市司町４０番地１   

氏  名 岐阜 太郎        

子どもとの続柄 父            

電話番号 080‐0000‐××××   

 

施設等利用費支給申請書 

認定こども園、幼稚園又は特別支援学校幼稚部による預かり保育事業を利用していない保護者用 

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援（ファミリー・サポート 

・センター）事業 

 

子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第30条の11第1項の規定により、施設等利用

費の支給を受けたいので、次のとおり申請します。また、この申請の審査に当たり、私の子ど

もが利用する施設又は事業の実施者（以下「利用施設等」という。）にその利用状況及び利用

料の支払状況等を確認することに同意します。 

 

1 支給を申請する施設等利用費（支給を申請する額を記載し、該当するものにチェック☑をしてください。） 

金額   109,000   円 

☑ 第1期分（ 4月分から 6月分までの利用料） 

□ 第2期分（ 7月分から 9月分までの利用料） 

□ 第3期分（10月分から12月分までの利用料） 

□ 第4期分（ 1月分から 3月分までの利用料） 

 

2 施設等利用費の支給に係る子ども 

フ リ ガ ナ ギフ イチロウ 生 年 月 日 

氏 名 岐阜 一郎 令和４年１月１日 

施 設 等 利

用 給 付 認

定 

認 定 区 分 認 定 番 号 

法第30条の4   ☑ 第2号   □ 第3号 

※ 該当するものにチェック☑をしてください。 

××××× 

1 で 記 載 し た 期 間 の 間 の 住 所 転 入 ・ 転 出 日 

☑ 現住所のとおり   □ 転出した   □ 転入した 

※ 該当するものにチェック☑をしてください。 

    年  月  日 

※ 「転入・転出日」欄は、「1で記載した期間の間の住所」欄で「転出した」又は「転入した」にチェック☑

をした場合に記入してください。 

 

 

 

認定保護者が申請してください。 

どなたが認定保護者であるかは、認定

通知又は利用施設にご確認ください。 

5 支給を申請する施設等利用費の内訳 

の合計を記載してください。 

岐阜市内で転居した場合は、 

“現住所のとおり”にチェックしてください。 

「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の証明

日と同日またはそれ以降の日にちで記入してください。 



3 利用施設等 

(1) 

 

施設・事業 

の 種 類 

☑ 認可外保育施設   □ 一時預かり事業   □ 病児保育事業 

□ 子育て援助活動支援（ファミリー・サポート・センター）事業 

 フ リ ガ ナ ギフホイクシセツ 
所 在 地 岐阜市今沢町〇〇番地 

 

 

利用施設等

の 名 称 
岐阜保育施設 

連 絡 先  

(2) 

 

施設・事業 

の 種 類 

□ 認可外保育施設   ☑ 一時預かり事業   □ 病児保育事業 

□ 子育て援助活動支援（ファミリー・サポート・センター）事業 

 フ リ ガ ナ ウカイホイクエン 
所 在 地 岐阜市神田町10丁目〇〇番地 

 

 

利用施設等

の 名 称 
鵜飼保育園 

連 絡 先 058‐1111‐〇〇〇〇 

(3) 

 

施設・事業 

の 種 類 

□ 認可外保育施設   □ 一時預かり事業   □ 病児保育事業 

□ 子育て援助活動支援（ファミリー・サポート・センター）事業 

 フ リ ガ ナ  
所 在 地 

 

  

 

利用施設等

の 名 称 

 

 連 絡 先  

※ 「施設・事業の種類」欄は、該当するものにチェック☑をしてください。 

4 施設等利用費の振込先 

請 求 区 分 金 融 機 関 名 口座種別 普 通 ・ 当 座 

☑ 新規 

□ 変更 
〇〇 

銀行・信用金庫 

農協・信用組合 
△△ 

本 店 

支 店 

出張所 

口座番号 ×××××× 

フリガナ ギフ タロウ 

口座名義 岐阜 太郎 

□ 継続（以前の振込先と同じ口座を振込先とする場合は、口座情報の記入は不要です。） 
※ 申請者名義の口座と異なる振込先を指定する場合は、委任状の提出が必要です。 

5 支給を申請する施設等利用費の内訳 

利用年月 

利用料 

施設等利用費 

限度額※2(Ｅ) 

支給を申請する 

施設等利用費の額 
(Ｄ)と(Ｅ)のいずれか低い額 

認可外 
  保育施設※1 

(Ｂ) 

認可外保育 

施設以外 

(Ｃ) 

利用料合計 

(Ｄ) 

(Ｂ)＋(Ｃ) 

令和８年４月 35,000円 円 35,000円 37,000円 35,000円 

令和８年５月 35,000円 2,500円 35,000円 37,000円 37,000円 

令和８年６月 39,960円 円 35,000円 37,000円 37,000円 

合  計 109,000円 

※1 利用料は、月額で記入してください。利用料が1月以外の期間で設定されている場合は、当該利用料を当該期間の月数で

除すなど、当該利用料の月額に相当する額（月額換算額）を記入してください。この場合において、当該額に1円未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨てた額としてください。 

※2 施設等利用費限度額には、次の各号に掲げる施設等利用費の支給に係る子どもの施設等利用給付認定の区分に応じ、当該

各号に定める月額を記入してください。 

(1) 法第30条の4第2号 37,000円 

(2) 法第30条の4第3号 42,000円 

6 添付書類 

(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書 

(2) 領収書その他保護者が負担した利用料の額及び内訳が確認できる書類 

(3) 子育て援助活動支援（ファミリー・サポート・センター）事業に係る施設等利用費の支

給を申請するときは、当該事業により援助を行う会員が発行した活動報告書 

(4) その他市長が必要と認める書類 

【注意事項】 

・認定保護者と口座名義が違う場合、委任状が必要になります。 

・令和８年４月から利用給付認定を受けた方は全て新規扱いとなるため、 

 振込先をご記入ください。 

施設が出す領収書などを元に記載してください。 

施設に支払った利用料（給食費

等を除いたもの）を記載してく

ださい。 

認定決定通知書の認定区分が 

2 号（3 歳児クラス～5歳児クラス）は 

37,000 円 

3 号（0 歳クラス～2 歳児クラス）は 

42,000 円 

前回の口座と同じ場合は「継続」

にチェックしてください。 


